
別紙 １

保育補助者雇上げ強化事業

・

・

・
・

・

・

・

・

１名

最大２人

※ 配置基準数　公定価格の基本分単価に含まれる保育士等の数に、公定価格の各加算の適用要件及び

　　　　 他の事業の実施要件として配置が必要となる職員の数を加えた数をいう。

要綱第３条第２項（交付規則第４条の市長が必要と認める添付書類）
・ 保育補助者等の配置にかかる改善計画書（別紙１－１－１）
・

・ 子育て支援員研修修了証書『地域保育コース』（地域型保育）等（修了者のみ）【＊保育補助者の場合】

・ 補助対象職員が事業開始時点で保育士資格を持たないことを証明するもの【＊保育補助者の場合】

・ 補助対象職員の保育士登録証の写し【＊有資格保育補助者の場合】

・

・

要綱第７条第２項（交付規則第６条第１項第１号の市長が認める軽微な変更）
・ 補助対象職員の給与額の変更により、補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

・ 補助要件を満たさない月があり、補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

要綱第７条第３項（交付規則第６条第３項の必要な条件）
　補助対象職員に異動がある場合
・ 保育補助者等の配置にかかる改善計画書（対象職員変更用）（別紙１－１－２）
・

・

補助対象職員の雇用契約書等の写し
正規職員の場合は、雇用契約書等の雇用開始日がわかる箇所の写し及び就業規則の勤務時間が定められた箇所の写し

補助対象職員が保育補助者として他施設で従事した期間を証明する書類（履歴書の写し及び過去に勤務していた施設
が作成した勤務証明書の写し）
（雇用開始日以前に子育て支援員研修『地域保育コース』（地域型保育）を終了し、特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業所（ただし、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法（昭和22年法律
第164号）第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を除く）（以下「経験年数算定施設」という）で保育補助者と
して勤務経験がある場合のみ）
補助対象職員が他施設で保育士として従事した期間を証明する書類（履歴書の写し及び、過去に勤務していた施設が
作成した勤務証明書の写し）（雇用開始日以前に経験年数算定施設で保育士として勤務経験がある場合のみ）【＊有
資格保育補助者の場合】

新たに補助対象となる補助対象職員の雇用契約書等の写し
正規職員の場合は、雇用契約書等の雇用開始日がわかる箇所の写し及び就業規則の勤務時間が定められた箇所の写し
新たに補助対象となる補助対象職員の子育て支援員研修修了証書『地域保育コース』（地域型保育）等（修了者の
み）【＊保育補助者の場合】

補
助
対
象

月の初日時点で補助要件を満たす月分の保育補助者等の雇用に要する経費

算
定
基
準

保育補助者等１人あたりの年額に、４月１日時点（年度途中開設施設については事業開始日時点）の利用定員
により算出される人数を上限に、実際に配置している人数を乗じて、以下のとおり算出する。なお、１人が１
年間（12か月）通して対象となる場合は年額、11か月以下の対象となる場合は、対象となる月数に月額を乗じ
て得た額とする。

保育補助者等１人につき 年額　3,255,000円　（月額　271,250円）

・利用定員120人以下

・利用定員121人以上

目
的

保育士の補助を行う保育士資格を持たない職員（以下「保育補助者」とする。）及び保育士として職場復帰を
目指す保育士（以下「有資格保育補助者」とする。）を保育所等に勤務する保育士の補助を行う者として雇上
げる際に必要な費用を補助することにより、保育園等における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止
を図ることを目的とする。

補
助
要
件

保育補助者及び有資格保育補助者（以下「保育補助者等」とする。）（配置基準数※に含まれている者および
処遇改善等加算(区分２を除く)を含む他の加算・雇用経費の補助事業の対象となる者を除く。）を、新たに１
人以上雇用すること。なお、本事業により新たに雇上げを行った保育補助者等は、雇上げを行った年度の翌年
度以降も引き続き、本事業の対象者とすることができる。ただし、有資格保育補助者としての従事期間は採用
から１年を限度とする。

保育補助者は、「子育て支援員研修『地域保育コース』（地域型保育）」（「保育ママ事業」における基礎研
修を含む）を受講完了した者とする。ただし、雇用時点において当該要件を満たさない場合においては、厚生
労働省子ども家庭局保育課発出の平成30年９月13日付け事務連絡に記載された保育に関する40時間以上の実習
（以下「実習」とする。）を修了し、かつ雇用した当該年度中に「子育て支援員研修『地域保育コース』（地
域型保育）」の受講を完了すれば、実習を開始した日から補助要件に該当するものとする。

有資格保育補助者は、保育士資格を有する者であって現に保育士として就業していない者であること。
有資格保育補助者は保育士登録日又は指定養成施設等の卒業のどちらか遅い日より１年以上経過しているこ
と。

保育補助者等の配置による具体的な改善計画として「保育補助者等の配置にかかる改善計画書」（別紙１－１
－１）を提出し、かつ、当該計画に基づき改善を行うこと。

保育補助者等の出退勤時間を必ず記録すること。

保育園等は、保育補助者が保育士資格の取得ができるように努めること。



・

・ 新たに補助対象となる補助対象職員の保育士登録証の写し【＊有資格保育補助者の場合】

・

・

要綱第11条第２項（交付規則第14条のこれに相当する書類その他市長が必要と認める添付書類）
・ 該当職員の当該年度分が1人1枚になった賃金台帳の写し

・ 大阪市保育人材確保対策事業補助金(保育補助者雇上げ強化事業)実績内訳書（別紙１-２）
・ 本市が指定する期間の当該施設における補助対象職員の出勤及び退勤時間が記録された書類
・

・

新たに補助対象となる補助対象職員が保育補助者として他施設で従事した期間を証明する書類（履歴書の写し及び勤
務開始以前の勤務経験を証明する書類の写し）
（雇用開始日以前に子育て支援員研修『地域保育コース』（地域型保育）を終了し、経験年数算定施設で保育補助者
として勤務経験がある場合のみ）

新たに補助対象となる補助対象職員が他施設で保育士として従事した期間を証明する書類（履歴書の写し及び過去に
勤務していた施設が作成した勤務証明書の写し）（雇用開始日以前に経験年数算定施設で保育士として勤務経験があ
る場合のみ）【＊有資格保育補助者の場合】

子育て支援員研修修了証書『地域保育コース』（地域型保育）等（交付申請・変更承認申請時に提出していない保
育補助者の分のみ）【＊保育補助者の場合】

保育補助者実習等修了証明書（雇用開始日時点で子育て支援員研修を修了していない保育補助者の分のみ）【＊保育
補助者の場合】

新たに補助対象となる補助対象職員が事業開始時点で保育士資格を持たないことを証明するもの【＊保育補助者の場合】


